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■１．はじめに 

従業員を雇用することは、事業成長の大きな前進となるだけでなく、少子

高齢化の影響から労働人口が減少している昨今では、従業員の確保が事業継

続や、技術や社内のノウハウの継承、事業会社が新しい取り組みに挑戦でき

るかどうかへの鍵となっていることも少なくありません。 

また、深刻な出生率の低下を改善するために、産休や育休期間中に受けら

れる社会保険・雇用保険からの給付が手厚くなったことから、男性の育休取

得も進み、長期休業を取る従業員も珍しくはありません。 

そうすると、会社の事業の継続を目的とした人員確保や、産休・育休を終

えた後には復職予定の従業員の「一時的な穴埋め」のため、さらには、空い

ている時間を有効活用したいから等と臨時的な就労を希望する方を雇用する

ために、雇用期間を定めて従業員を雇入れることも増えると思われます。 

そこで、本レポートでは有期雇用で従業員を雇用する場合のよくある誤解

を踏まえ解説いたします。 

■２．有期雇用者の雇入れ時（必ず労働条件通知書は交付してお

こう！） 
（１）よくある誤解：「口約束でも、契約は成立するでしょう。」 

「採用面接時に就労条件を説明し、その場で了承してもらったから、改

めて雇用契約書は必要ないでしょう。」「口約束でも、契約は成立するでし

ょう。だから雇用契約書は必要ないよ。」という方がいらっしゃいます。 

確かに口約束でも契約は成立するのですが、口約束では「言った、言わ

ない」の水掛け論になりやすく、トラブルが発生した時に解決が難しくな

ります。そこで、将来、トラブルが発生した時に備えて、証拠として残る

形で雇用契約書を結んでおきましょう。 

 

（２）よくある誤解：「従業員が雇用契約書への署名に応じてくれないから、

従業員が悪いんだよ。会社はやるべきことをやったのだから、これ以上
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の対応は必要ないよね。」 

確かに、会社から交付した雇用契約書に誠実な対応をしない従業員に

は、将来「問題従業員」となるかもしれない片鱗が感じられます。「会社は

やるべきことをやっている。従業員が悪い。」というのも一理あります。 

ただし、労働基準法（労働基準法第 15 条）では、主要な労働条件の書面

による明示が義務付けられています。雇用契約書や労働条件通知書は、こ

の義務を果たすためのものであり、双方の合意内容を明確にするための不

可欠なツールです。仮に従業員が雇用契約書の締結に消極的な場合には、

労働条件通知書を作成し、従業員に交付しておきましょう。また、労働条

件通知書を交付しておくことで、（１）の「言った、言わない」のトラブル

を避けることができます。 

雇用契約書と労働条件通知書の違いは合意の有無です。 

雇用契約書は会社と従業員の間で労働条件に合意したことを証明する書

類です。双方が合意したことの証明のために、雇用契約書の末尾には会

社・従業員それぞれが署名押印をします。 

他方、労働条件通知書は、労働基準法で会社に作成・交付が義務づけら

れている書類です。会社から従業員へ労働条件を通知するもので、合意は

必須ではありません。 

以下は厚生労働省が公表している「モデル労働条件通知書」です。 

このひな型は、有期雇用、無期雇用のどちらにも使うことができますの

で、社内文書として保管しておくことをお勧めします。なお、労働条件通

知書の赤文字の箇所は、昨年（2024 年）4 月の法改正により、追加された

項目です。 
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出典：厚生労働省「令和６年４月から労働条件明示のルールが改正されます」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html 

 

（３）有期雇用者への労働条件通知書の作成等にあたり、注意すべき点 

有期雇用者への労働条件通知書の作成等する場合には、以下の点に注意

をしてください。 

☑ 契約期間 

有期雇用契約の開始日と終了日を具体的に記載します。 

☑ 契約更新の有無と判断基準 

契約が更新される可能性があるか、またその際の判断基準（例：業

務遂行能力、会社の経営状況、業務の進捗状況など）を明確にして

おきます。また、有期雇用契約の通算契約期間または、更新回数の

上限も明示しておかなくてはいけません。 

☑ 労働条件通知書には合意は必須ではありませんが、余白に「労働条 

件を確認しました。」等の一文と、日付、署名を貰っておくことをお

勧めします。 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html
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■３．有期雇用契約の更新 

（１）よくある誤解：「無期転換ルールは、従業員が申し込まない限り、会社

には関係ないよね。」 

有期雇用契約において、注意すべき点が無期転換ルールです。無期転換

ルールとは、同一の会社・雇用主との間で有期雇用契約が通算 5 年を超え

て更新された場合、有期雇用従業員からの申し込みにより期間の定めのな

い労働契約（無期雇用契約）に転換されるというルールです。無期転換の

申し込みがあった場合、無期雇用契約が成立し、会社は断ることができま

せん。そのため、一時的な有期雇用であったとしても、会社は長期的な視

野に立った、計画的な雇用を推進する必要があります。 

出典：厚生労働省「無期転換ルールについて」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21917.html 
 
 
 
 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21917.html
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（２）契約更新毎に、有期雇用従業員に明示しなくてはいけない事柄 

令和 6 年 4 月から変更になった労働条件明示のルールの概要は以下のと

おりです。 

 

出典：厚生労働省「令和６年４月から労働条件明示のルールが改正されます」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html 

 

■４．有期雇用契約の終了 

（１）よくある誤解：「有期雇用だから、期間満了で自動的に終了するんだろ

う。」 

雇入れ時に明示した契約期間満了で雇用契約を終える場合や、有期雇用

の従業員に対応してもらっている業務が一時的・臨時的であり、契約期間

の満了時に会社を去ることが社内で当たり前になっている場合等には、有

期雇用契約の終了に関する問題が発生する可能性は低いでしょう。 

一方、契約期間が定められていたとしても、有期雇用契約の更新が繰り

返され、実質的には無期契約と変わらない状態となっている場合や、有期

雇用の従業員が「次は更新されるだろう」と契約の更新を期待することに

合理的な理由がある場合（例えば、会社から「次の契約更新もお願いね。」

等と契約更新を仄めかされていたり、他の有期雇用の従業員全員が契約更

新されている実績がある場合など）には、有期雇用の満了日が到来したか

らといって、会社から一方的に契約を終了させることは無効となる可能性

があります。 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html
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（２）有期雇用契約の円満終了のために会社ができること 

☑ 有期雇用であっても、3 回以上契約が更新されている場合や、1 年を 

超えて継続して勤務をしている場合で、契約を更新しないときは、

契約期間の満了日の 30 日以上前までに、契約を更新しない旨を会社

から伝えなくてはなりません（「有期労働契約の締結、更新及び雇止

めに関する基準」<厚生労働省告示>）。 

☑ 仮に有期雇用契約の更新が 3 回未満、または継続勤務が 1 年以下で 

30 日以上前の予告義務がなかったとしても、有期雇用契約の更新を

されないのであれば、同様に 30 日以上前に契約を更新しない旨を予

告することで未然にトラブルを防ぐことができるでしょう。 

■５．おわりに 

冒頭でお伝えしたとおり、労働人口の減少や、ライフスタイルの多様化に

より、一律的な働き方だけでは、実状にそぐわない場面も出てくるでしょ

う。どうぞ転ばぬ先の杖として、有期雇用の注意点をご理解いただき、貴社

の人員確保・定着に寄与することができれば幸甚です。 
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